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○福井県後期高齢者医療広域連合職員服務規程 

 

平成１９年２月１日 

訓 令 第 ５ 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、別に定めるもののほか、福井県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」

という。）における一般職の職員（以下「職員」という。）の服務に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

（服務の原則） 

第２条 職員は、住民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ、能率的に職務を

遂行するよう努めなければならない。 

（願、届等の提出手続） 

第３条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定

めがあるものを除き、すべて広域連合長あてとし、所属長を経て事務局長に提出しなければなら

ない。 

（履歴書の提出等） 

第４条 新たに職員となった者は、その着任後５日以内に履歴書を提出しなければならない。 

２ 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。 

（身分証明書） 

第５条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書（様式第１号）を携帯しなければな

らない。 

２ 職員は、身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、所属長を経て事務局長に提出し、その

訂正を受けなければならない。 

３ 職員が、身分証明書を汚損し、き損し、又は紛失したときは、身分証明書再交付申請書（様式

第２号）により再交付の申請をしなければならない。 

４ 職員は、身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

５ 職員でなくなった者は、身分証明書を返還しなければならない。 

（出勤簿） 

第６条 職員は、出勤したときに出勤簿（様式第３号）へ自ら押印しなければならない。 

（遅刻、早退等の取扱い） 

第７条 職員は、疾病その他の理由により、定められた出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時

間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。 

２ 職員は、疾病その他のやむを得ない理由により、事前に前項の手続をとることができないとき

は、速やかに電話、電報、伝言等により所属長に連絡しなければならない。 

（欠勤の取扱い及び報告） 

第８条 職員が、休暇（年次休暇を除く。）の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに

勤務しなかったときは、欠勤とする。 

２ 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤届（様式第４号）を所属長に提出しなけれ

ばならない。 
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３ 所属長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届

を作成しなければならない。 

４ 所属長は、欠勤した職員があった場合には、翌月５日までに事務局長に欠勤報告書（様式第５

号）により報告しなければならない。 

（勤務時間中の離席） 

第９条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。 

２ 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにして

おかなければならない。 

（物品の整理保管） 

第１０条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等の予防

に努めなければならない。 

２ 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。 

（事務室内外の清潔、整理） 

第１１条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、事務室内外の清潔、整理及び執務環境の

改善に努めなければならない。 

（時間外勤務命令等） 

第１２条 所属長は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務命令

及び処理簿（様式第６号）により行うものとする。 

（公務旅行の復命） 

第１３条 公務による旅行を完了したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、

軽易な事項は口頭で復命することができる。 

（私事旅行等の届出） 

第１４条 職員が私事旅行その他の理由により、３日以上にわたって居住地を離れるときは、その

期間及び旅行先等をあらかじめ所属長に届け出なければならない。 

（事務引継） 

第１５条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、その日から５日以内に担任事務

の要領、懸案事項等を記載した事務引継書（様式第７号）を作成し、その保管に係る文書及び物

件とあわせて、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならな

い。ただし、課長補佐以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。 

（職務専念義務の免除） 

第１６条 職員が、福井県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

（平成19年福井県後期高齢者医療広域連合条例第７号）に規定する職務に専念する義務の免除

（以下本条において「職免」という。）について承認を受けようとするときは、職務専念義務免

除願（様式第８号）を提出し、承認を受けなければならない。ただし、２日以上にわたらない半

日又は１時間単位の職免を受けようとする場合は、口頭をもって行うことができる。 

（営利企業等従事許可の手続） 

第１７条 職員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３８条第１項の規定による営利

企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願（様式第９号）を

提出しなければならない。 

（事故報告） 

第１８条 職員は、勤務中又は勤務時間外に、当該職務の遂行に関し、又は関しない事故が発生し
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たときは、速やかにその内容を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。 

（火気取締り） 

第１９条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な措置をとらな

ければならない。 

２ 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及

びその設置場所に必要な処置をとるなど、火災発生の防止に努めなければならない。 

（かぎの取扱い） 

第２０条 総務課長は、室のかぎの管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。 

（退室時の火気点検及び施錠等） 

第２１条 各室の最後の退室者は、退室の際その室内の火気を点検して異常がないことを確認し、

窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室のかぎを保管場所に収納しなければならない。 

（重要書類の保管及び管理） 

第２２条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、「非常持出」の表示をしておかなけ

ればならない。 

（非常心得） 

第２３条 職員は、事務室又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、直ちに登館

し、上司の指揮を受けて事態の処置に当たらなければならない。 

（臨時職員の服務） 

第２４条 臨時職員の服務については、広域連合長が別に定める。 

（委任） 

第２５条 この規程に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この訓令は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 

 

身分証明書 

 

課名 

 

職氏名 

 

（    年   月   日生） 

年   月   日発行 

 

福井県後期高齢者医療広域連合長 

 

 

 

 

 

 

１ 本証は、常に所持し、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 

 

２ 本証は関係人の請求があったときは何時でもこれを提示しなければなら

ない。 

 

３ 本証の有効期限は   年   月   日 
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様式第２号（第５条関係） 

 

身分証明書再交付申請書 

 

平成   年   月   日 

 

総務課長       様 

所属長印 

 

 

 

 

 

所 属 

職 名 

氏 名            印 

 

次の理由により身分証明書の再交付を受けたいので申請します。 

区 分 □改姓   □紛失   □汚損   □その他 

 

 

 

 

表記（漢字） 

 

 

理 由 

 

（ローマ字） 

 

 

 

 

（総務課処理欄） 

発注日 区分 個数 交付年月日 

  年  月  日 公用・私用 

 

  年  月  日 
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様式第３号（第６条関係） 

  年 

出勤簿 
職名  氏名  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ×1 

月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ×2 

月 16 17 18 19 20 21 22 23         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ×3 

月                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ×4 

月                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ×5 

月                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ×6 

月                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ×7 

月                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ×8 

月                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ×9 

月                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ×10 

月                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ×11 

月                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ×12 

月                 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計 

出勤日数              
平成19年 年季休暇計算表 

(研修)              
平成19年1月1日現

在の勤続年数 
年 ヶ月 

(出張)              

年休              

前年から繰り越さ

れた日数 
Ａ 日

時間年休              

年

次

休

暇 計              
条例によって本年

与えられた日数 
Ｂ 

日

特別休暇              

病気休暇              

本年請求できる日

数 

Ａ＋Ｂ 

＝Ｃ 

日  

療養 休職              

育休 介休              

本年中に請求した

日数 
Ｄ 

日

欠勤              

職免              

次年に繰り越され

る日数(※20日を

超える場合は20日 

Ｃ－Ｄ 

日
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様式第４号（第８条関係） 

 

欠勤届 

 

平成   年   月   日 

 

福井県後期高齢者医療広域連合長 様 

 

所 属 

職 名 

氏 名           印 

 

下記のとおり欠勤したいのでお届けします。 

 

記 

 

期 間 

（時間） 

 

平成  年  月  日から 

               日間 

平成  年  月  日まで 

 

            時   分から 

  平成  年  月  日            時間  分 

               時   分まで 

 

理 由 
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様式第５号（第８条関係） 

 

欠勤報告書 

 

 

平成   年   月   日 

 

 

福井県後期高齢者医療広域連合事務局長 様 

 

 

所属課長            印 

 

 

下記のとおり職員の欠勤状況を報告します。 

 

職名 氏名 欠勤期間 理由 

  
  年  月  日 午前  時  分から 

          午後  時  分まで 

年  月  日 午前  時  分から 

          午後  時  分まで 

（  日   時間  分） 

 

  
年  月  日 午前  時  分から 

          午後  時  分まで 

年  月  日 午前  時  分から 

          午後  時  分まで 

（  日   時間  分） 

 

  
年  月  日 午前  時  分から 

          午後  時  分まで 

年  月  日 午前  時  分から 

          午後  時  分まで 

（  日   時間  分） 
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様式第６号（第１２条関係） 
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様式第７号（第１５条関係） 

 

事務引継書 

 

平成   年   月   日 

 

 

               様 

 

 

前任者 補職等 

                             氏名           印 

後任者 補職等 

                             氏名           印 

 

記 

 

１ 引き継いだ薄冊等   別紙のとおり 

 

２ 未済事項       別紙のとおり 

 

３ その他 
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様式第８号（第１６条関係） 

 

職務専念義務免除願 

 

年   月   日 

 

福井県後期高齢者医療広域連合長 様 

 

課名 

申請者  職名 

                               氏名        印 

 

 

下記のとおり職務に専念する義務の免除を承認くださるようお願いします。 

 

 

記 

 

 

期 間 

 

理 由 

 

所属長の意見 
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様式第９号（第１７条関係） 

 

営利企業等の従事許可申請書 

 

 

    年   月   日 

 

 

福井県後期高齢者医療広域連合長 様 

 

 

所属 

職名 

氏名            印 

 

地方公務員法第３８条第１項の規定により、下記のとおり従事したいので許可されるよう申請い

たします。 

 

 
所属長印 

 

名称  

所在地  
１ 従事しようとする

営利企業等 
事業の内容  

職名  

勤務先  

勤務の態様  

収入額 

従事の期間 
 

２ 従事しようとする

業務 

責任の程度  

３ 営利企業等に従事することを必要と

する理由 

 

４ 営利企業等に従事することが職務遂

行に与える影響その他参考事項につい

ての所属長の意見 

 

 


